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日
仏
人
格
権
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
人
格
権
お
よ
び
人
の
法
の
新
た
な

展
開
」
が
、
二
〇
二
五
年
四
月
一
六
日
、
慶
應
義
塾
大
学
三
田
キ
ャ

ン
パ
ス
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
五
名
の
著
名
な
研
究
者
を
招
聘

し
て
、
開
催
さ
れ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、「
人
格
権
（les droits 

de la personnalité

）」
を
取
り
扱
う
午
前
の
第
一
部
と
、「
法
的
人

格
（la personnalité juridique

）」
を
取
り
上
げ
る
午
後
の
第
二

部
と
二
部
構
成
で
行
わ
れ
た
。
当
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
お
よ
び
登
壇
者

は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

�

日
仏
人
格
権
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
人
格
権
お
よ
び
人
の
法
の
新
た
な
展
開
」

　

第
一
部　

人
格
権

司
会
：
片�

山
直
也
（
慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授
、
武
蔵
野
大
学

教
授
）

一
、
環
境
問
題
を
め
ぐ
る
基
本
権
の
新
た
な
展
開
―
―
気
候
訴

訟
を
例
と
し
て

ム
ス
タ
フ
ァ
・
メ
キ
（
パ
リ
第
一
・
パ
ン
テ
オ
ン
＝

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
法
学
校
教
授
）

二
、
国
境
を
越
え
る
人
格
権
保
護

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ア
フ
テ
ル
（
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
・
パ
リ
・

ノ
ー
ル
大
学
教
授
、
Ｉ
Ｒ
Ｄ
Ａ
共
同
所
長
）

片　

山　

直　

也
／
監
修

日
仏
人
格
権
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
人
格
権
お
よ
び
人
の
法
の
新
た
な
展
開
」

解
題
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第
二
部　

法
的
人
格

司
会
：
大
島
梨
沙
（
青
山
学
院
大
学
教
授
）

一
、
自
然
は
法
的
な
「
人
」
た
り
う
る
か
？

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ビ
シ
ュ
ロ
ン
（
パ
リ
＝
エ
ス
ト
・

ク
レ
テ
イ
ユ
大
学
教
授
）

二
、
Ａ
Ｉ
に
法
的
人
格
を
付
与
す
る
―
―
人
工
的
な
構
想
か
？

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
シ
ョ
ヴ
ィ
レ
（
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
・
パ

リ
・
ノ
ー
ル
大
学
教
授
）

三
、
将
来
世
代
は
法
的
な
「
人
」
た
り
う
る
か
？

ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
ス
ー
ブ
（
レ
ユ
ニ
オ
ン
大

学
教
授
）

　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｊ
Ｓ
（
パ
リ
第
一
・
パ
ン
テ
オ
ン
＝

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
法
学
校
）、
Ｉ
Ｒ
Ｄ
Ａ
（
ソ
ル
ボ

ン
ヌ
・
パ
リ
・
ノ
ー
ル
大
学
）
お
よ
び
慶
應
義
塾
大
学
の
共
催
を
得

て
、
監
修
者
が
研
究
代
表
を
務
め
る
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
基
盤
研
究

（
Ａ
）「
多
様
性
社
会
に
お
け
る
『
人
』
の
再
定
位
お
よ
び
人
格
的
価

値
を
中
核
と
し
た
私
法
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
」（
令
和
六
年
度
～
令

和
一
〇
年
度
：
課
題
番
号24H

00134

）
に
よ
っ
て
主
催
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画
は
、
共
催
の
Ｉ
Ｒ
Ｊ
Ｓ
か
ら

ム
ス
タ
フ
ァ
・
メ
キ
、
Ｉ
Ｒ
Ｄ
Ａ
か
ら
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ア
フ
テ
ル
、

主
催
者
の
科
研
グ
ル
ー
プ
か
ら
吉
田
克
己
（
北
海
道
大
学
名
誉
教

授
）、
大
島
梨
沙
お
よ
び
片
山
の
五
名
が
責
任
者
と
し
て
担
当
し
た
。

　

多
様
性
社
会
に
お
い
て
、
超
高
齢
化
・
人
口
減
少
、
格
差
・
差
別

な
ど
の
課
題
に
対
峙
す
る
た
め
、
支
援
に
向
け
た
包
摂
的
な
政
策
対

応
と
と
も
に
、
私
法
シ
ス
テ
ム
の
抜
本
的
な
見
直
し
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
私
法
シ
ス
テ
ム
に
は
、
新
た
に
、
個
人
一
人
ひ

と
り
が
、
多
様
性
と
人
格
的
価
値
を
相
互
に
尊
重
し
、
各
人
の
ウ
ェ

ル
ビ
ー
イ
ン
グ
を
追
求
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の

役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
の
視
角
か
ら
、
本
基
盤
研
究
（
Ａ
）

「
多
様
性
社
会
に
お
け
る
『
人
』
の
再
定
位
お
よ
び
人
格
的
価
値
を

中
核
と
し
た
私
法
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
」
で
は
、「
脆
弱
性
」
に
着

目
し
た
法
律
行
為
な
ど
民
法
の
基
本
原
理
お
よ
び
諸
制
度
の
再
構
築
、

カ
ッ
プ
ル
像
の
多
様
化
に
対
応
し
た
家
族
制
度
の
見
直
し
等
の
各
論

的
な
検
討
を
通
じ
て
、
法
に
お
け
る
「
人
」
を
再
定
位
し
、
多
様
性

社
会
を
支
え
る
「
法
的
人
間
像
」
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、「
人
格

的
価
値
」
と
い
う
視
点
か
ら
、「
財
」
の
帰
属
関
係
や
「
権
利
」
の

制
約
原
理
な
ど
と
対
比
し
つ
つ
、「
人
格
権
」
体
系
の
再
構
築
を
目

指
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で

は
、「
人
格
権
」
お
よ
び
「
法
的
人
格
」
の
二
つ
の
テ
ー
マ
を
立
て

て
、
フ
ラ
ン
ス
の
五
名
の
著
名
な
研
究
者
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
最
先
端
の
議
論
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
日
仏
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の
研
究
者
・
法
律
実
務
家
に
よ
る
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。

　

今
回
は
、
そ
の
成
果
物
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
側
の
五
本
の
報
告
原

稿
を
基
に
、
報
告
者
に
お
い
て
公
表
用
に
加
筆
訂
正
を
施
し
た
テ
キ

ス
ト
の
翻
訳
を
、
報
告
者
の
許
可
を
得
て
、
法
学
研
究
誌
上
に
掲
載

す
る
も
の
で
あ
る
。
五
本
の
テ
キ
ス
ト
は
、
第
一
部
（
人
格
権
）
の

二
本
は
、
環
境
問
題
を
契
機
と
し
て
、
人
格
権
を
基
本
権
の
客
観
化

（objectivation

）と
い
う
視
点
か
ら
分
析
す
る
も
の
、
お
よ
び
Ｓ
Ｎ

Ｓ
等
に
よ
る
国
境
を
越
え
た
人
格
権
侵
害
に
対
す
る
保
護
の
あ
り
方

を
検
討
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
部
（
法
的
人
格
）
の
三
本
は
、
そ

れ
ぞ
れ
、
自
然
（
環
境
）、
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）、
世
代
に
法
主
体
性

を
認
め
る
べ
き
か
否
か
を
論
じ
る
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
今
後
の

わ
が
国
に
お
け
る
「
人
格
権
」、「
人
の
法
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
牽
引

す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
最
先
端
の
意
欲
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
翻
訳
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
企
画
責
任
者
の
監
修
の
下
、
髙

秀
成
（
法
務
研
究
科
教
授
）、
大
島
梨
沙
（
青
山
学
院
大
学
教
授
）、

林
滉
起
（
新
潟
大
学
准
教
授
）、
大
塚
智
見
（
大
阪
大
学
准
教
授
）、

坂
巻
晴
菜
（
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程
）
が

担
当
し
て
い
る
。
文
中
の
〔　

〕
は
翻
訳
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。




